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U美、㍉
1
し

原

智

幸

は
　
じ
　
め
　
に

　
弘
仁
二
年
（
八
＝
）
の
文
面
綿
麻
呂
に
よ
る
「
征
夷
」
を
最
後
に
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
が
終
結
し
て
以
降
、
律
令
国
家
は
北
に
版
図
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

拡
げ
る
こ
と
な
く
、
陸
奥
で
は
国
府
と
鎮
守
府
に
よ
る
支
配
が
、
ま
た
出
羽

で
は
国
府
が
秋
田
城
と
雄
勝
城
を
統
括
す
る
形
で
の
支
配
が
定
着
し
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
な
か
で
も
鎮
守
府
と
秋
田
城
は
、
単
な
る
軍
事
拠
点
に
と
ど

ま
ら
ず
、
北
方
へ
の
窓
口
と
し
て
、
蝦
夷
・
俘
囚
の
朝
貢
や
そ
れ
に
伴
う
饗

給
が
行
わ
れ
る
外
交
拠
点
、
さ
ら
に
は
そ
の
朝
貢
物
を
め
ぐ
る
交
易
拠
点
と

し
て
、
国
家
に
よ
る
東
北
支
配
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ

③た
。
九
世
紀
以
後
の
東
北
支
配
、
さ
ら
に
は
そ
こ
を
拠
点
と
す
る
北
方
交

易
・
交
流
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
鎮
守
府
・
秋
田
城
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
十
世
紀
以
降
、
東
国
で
は
い
わ
ゆ
る
軍
事
貴
族
の
出
現
を
み
る
こ
と

に
な
る
が
、
彼
ら
の
多
く
が
陸
奥
守
や
鎮
守
府
将
軍
な
ど
と
い
っ
た
東
北
関

連
の
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
早
く
か
ら
高
橋
昌
明
氏
が
、
任
鎮
守
府
将
軍
を
「
群
党
蜂
起
鎮
圧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

表
象
」
と
み
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
し
ば
ら
く
措

く
と
し
て
も
、
申
世
成
立
期
の
武
士
を
考
え
る
上
で
、
東
北
、
わ
け
て
も
鎮

守
府
（
お
よ
び
出
羽
（
秋
田
）
城
介
）
と
の
つ
な
が
り
が
重
要
な
問
題
と
な

る
の
は
闘
違
い
な
く
、
そ
の
意
味
で
高
橋
氏
の
指
摘
は
ま
さ
に
卓
見
と
い
え

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
鎮
守
府
・
秋
田
城
の
研
究
は
北
方
論
・
武
士
論
の
双
方
に

お
い
て
不
可
欠
の
課
題
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、

こ
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
九
世
紀
以
後
の
東
北
史
（
特
に
陸
奥
）
に
関

す
る
従
来
の
研
究
は
必
ず
し
も
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
ず
古
代
史
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学
の
側
で
は
、
「
征
夷
政
策
が
終
結
し
た
九
世
紀
初
頭
以
後
の
歴
史
過
程
に

あ
ま
り
関
心
が
持
た
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
豊
富
な
史
料
が
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
鈴
木
拓
也
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
状
況
が
近

年
ま
で
続
い
て
い
た
し
、
ま
た
中
世
史
学
が
、
こ
の
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て

蓄
積
し
て
き
た
研
究
に
つ
い
て
も
、
後
述
の
如
く
様
々
な
問
題
点
が
あ
り
、

に
わ
か
に
は
従
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
鎮
守
府
・
秋
田
城
に
関
す
る
研
究
史

を
整
理
し
、
現
在
の
通
説
を
瞥
見
し
た
上
で
、
第
二
章
・
第
三
章
で
そ
の
問

題
点
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
守
府
・
秋
田
城
の
研
究
、
ひ
い

て
は
平
二
期
東
北
史
研
究
の
根
本
的
な
見
直
し
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。

①
「
三
十
八
年
戦
争
扁
と
い
う
呼
称
は
、
田
中
聡
氏
も
指
摘
す
る
通
り
（
門
民
夷
を

　
論
ぜ
ず
1
1
九
世
紀
の
螺
夷
認
識
1
」
『
立
命
館
史
学
』
　
～
八
、
　
九
九
七
）
、

　
戦
乱
の
実
態
を
必
ず
し
も
忠
実
に
反
映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
残
る
が
、
一
方
で
、

　
こ
の
奈
良
末
か
ら
平
安
初
め
に
か
け
て
東
北
地
方
で
展
開
し
た
一
連
の
戦
乱
の
総

　
称
と
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
り
う
る
語
彙
が
見
当
た
ら
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
当

　
面
は
通
例
に
な
ら
っ
て
こ
の
呼
称
を
使
っ
て
お
く
。

②
鎮
守
府
自
体
は
胆
沢
城
に
置
か
れ
た
が
、
九
世
紀
中
葉
ま
で
は
、
そ
の
北
に
さ

　
ら
に
徳
五
二
（
志
波
城
よ
り
移
転
）
が
蹟
か
れ
て
い
た
。
た
だ
し
三
三
城
は
あ
く

　
ま
で
胆
沢
城
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
権
限
は
胆
沢
城
を
超
え
る
も

　
の
で
は
な
い
。
今
泉
隆
雄
「
古
代
東
北
城
柵
の
城
司
制
」
（
隅
北
日
本
中
世
史
の
研

　
究
㎞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
）
参
照
。

③
秋
田
城
に
お
け
る
朝
貢
・
自
給
・
交
易
に
つ
い
て
は
、
蓑
売
玉
紀
「
古
代
出
羽

　
地
方
の
対
北
方
交
流
偏
を
は
じ
め
、
同
氏
の
噸
古
代
国
家
と
北
方
社
会
』
（
吉
川

　
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
）
所
収
諸
論
文
を
参
照
。
ま
た
鎮
守
府
に
お
い
て
交
易
が
行

　
わ
れ
た
明
証
は
な
い
が
、
朝
貢
・
二
二
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
（
貞
観

　
　
八
年
六
月
～
九
日
官
符
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
）
、
秋
田
城
で
の
朝
貢
・
饗
給

　
が
事
実
上
、
交
易
と
｝
体
化
し
て
い
る
こ
と
や
（
蓑
島
氏
前
掲
論
文
）
、
「
三
十
八

　
年
戦
争
」
さ
な
か
の
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
、
陸
奥
按
察
使
・
守
の
多
治
比
宇
美

　
に
対
し
、
王
臣
百
姓
と
夷
俘
の
三
関
を
禁
ず
る
官
符
が
下
さ
れ
（
延
暦
六
年
正
月

　
【
＝
臼
官
符
、
『
類
聚
三
代
格
一
巻
十
九
）
、
文
脈
上
、
こ
れ
が
陸
奥
で
の
交
関
を

　
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
、
陸
奥
守
在
任

　
中
に
卒
し
た
藤
原
滋
実
を
悼
ん
で
菅
原
道
実
が
作
っ
た
詩
の
中
で
（
「
突
奥
州
藤

　
使
君
」
『
菅
家
後
集
』
）
、
陸
奥
に
お
け
る
北
方
交
易
の
有
り
様
を
詠
っ
て
い
る
こ

　
と
な
ど
か
ら
み
て
、
鎮
守
府
に
お
い
て
も
朝
貢
・
三
二
に
併
せ
て
交
易
が
行
わ
れ

　
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

④
高
橋
昌
明
「
三
門
の
乱
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
化
史
学
輪
二
六
、
｝
九
七

　
一
）
二
七
頁
。

⑤
鈴
木
拓
也
欄
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
一
頁
。

研
究
史
の
整
理
と
問
題
の
所
在

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
史
研
究
者
に
よ
る
九
世
紀
以

後
の
東
北
史
研
究
は
、
出
羽
で
散
発
的
に
起
こ
っ
た
戦
乱
（
元
慶
の
乱
な

ど
）
の
個
別
研
究
を
別
に
す
れ
ば
、
近
年
ま
で
概
し
て
低
調
で
あ
り
、
特
に

陸
奥
に
関
し
て
は
、
事
実
上
「
三
十
八
年
戦
争
」
直
後
か
ら
一
足
飛
び
に
前

九
年
合
戦
の
前
史
ま
で
進
む
と
い
っ
た
叙
述
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

中
で
高
橋
富
雄
氏
ら
に
よ
っ
て
、
一
九
五
〇
～
七
〇
年
代
頃
ま
で
の
通
説
で
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あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
奥
羽
独
立
国
家
論
」
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
「
古
代
陸
奥
の
辺
境
に
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
た
蝦
夷
の
部

族
的
な
原
生
国
家
は
、
一
一
世
紀
の
安
倍
氏
支
配
の
下
に
、
単
な
る
部
族
連

合
の
よ
う
な
殺
階
か
ら
、
明
確
な
政
治
国
家
ら
し
い
転
貌
を
遂
げ
る
と
こ
ろ

ま
で
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
領
土
は
噌
興
趣
郡
魅
と
し
て
理
解

さ
れ
、
し
か
も
そ
の
領
土
を
継
承
す
る
と
い
う
形
で
、
清
原
氏
そ
し
て
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

氏
へ
と
続
く
在
地
族
長
政
権
の
正
統
性
が
管
領
さ
れ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
平

安
中
期
の
奥
羽
北
部
で
は
、
俘
囚
自
身
の
政
権
、
さ
ら
に
は
「
俘
囚
の
国

家
」
が
奥
六
郡
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
逆
に
い
え
ば
、
鎮

守
府
・
秋
田
城
の
機
能
は
も
と
よ
り
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
国
家
側
の
支
配

権
は
既
に
弱
体
化
な
い
し
は
形
骸
化
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
を
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
の
が
遠
藤
巌
氏
、

大
石
直
正
氏
、
の
ち
に
は
斉
藤
利
男
氏
ら
に
代
表
さ
れ
る
中
世
史
研
究
者
で

あ
っ
た
。
氏
ら
の
研
究
は
一
書
で
言
え
ば
、
「
平
泉
藤
原
氏
の
権
力
は
、
院

政
期
の
国
家
に
よ
っ
て
（
中
略
）
蝦
夷
の
支
配
を
委
ね
ら
れ
た
、
い
わ
ば
国

　
　
　
　
　
　
②

家
の
機
関
で
あ
る
」
と
い
・
？
三
兄
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
…
機
関
な
い
し
は
権

力
の
由
来
を
、
清
原
氏
、
安
倍
氏
、
そ
し
て
鎮
守
府
・
秋
田
城
と
い
っ
た
具

合
に
順
次
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
遠
藤
氏
は
、
中
世
国

家
（
と
く
に
鎌
倉
幕
府
）
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
、
そ
の

原
型
を
院
政
期
の
東
北
・
北
海
道
支
配
に
求
め
、
「
奥
羽
と
北
海
道
の
蝦
夷

地
を
あ
わ
せ
管
轄
す
る
機
構
が
鎮
守
府
機
構
再
編
に
よ
り
期
待
さ
れ
、
『
俘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

囚
之
上
頭
撫
と
い
う
所
職
で
具
現
化
さ
れ
た
」
と
し
、
奥
州
藤
原
氏
が
「
俘

囚
之
上
頭
」
峰
鎮
守
府
在
庁
筆
頭
の
権
限
に
基
づ
い
て
、
東
北
の
み
な
ら
ず

北
海
道
を
も
含
め
た
「
一
体
的
支
配
」
を
行
っ
た
と
の
説
を
提
起
し
た
。
こ

れ
は
、
当
時
の
逓
説
た
る
「
奥
羽
独
立
国
家
論
」
に
対
抗
し
て
、
む
し
ろ
藤

原
氏
の
権
力
を
「
国
家
の
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
う
け
て
大
石
氏
は
時
代
を
よ
り
遡
ら
せ
、
陸
奥
の
安
倍
氏
や

出
羽
の
清
原
氏
も
、
そ
れ
ぞ
れ
鎮
守
府
在
庁
・
秋
田
城
在
庁
と
し
て
「
東
夷

の
酋
長
」
「
出
羽
由
北
の
俘
囚
主
」
の
地
位
を
得
た
、
つ
ま
り
彼
ら
の
権
力

も
ま
た
国
家
機
関
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
「
安
倍
氏
の
威
勢
は
、

蝦
夷
社
会
の
階
級
分
化
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
王
朝
国

家
の
蝦
夷
支
配
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
上
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

側
面
が
強
い
の
で
は
な
い
か
」
と
し
た
。

　
し
か
し
当
時
、
こ
の
説
に
は
一
つ
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
説
は
、
安
倍

氏
・
清
原
氏
台
頭
の
前
段
階
、
つ
ま
り
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
国
家
側
の
北

方
支
配
権
が
、
多
少
の
動
揺
は
あ
っ
た
と
し
て
も
概
ね
確
立
し
て
い
た
こ
と

を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
当
時
は
「
鎮
守
府
は
（
中

略
）
、
律
令
制
の
崩
壊
か
ら
そ
の
実
態
も
変
質
し
、
長
官
で
あ
る
鎮
守
府
将

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

軍
も
空
名
化
し
て
い
た
」
「
秋
田
城
周
辺
の
秋
田
郡
地
区
は
、
そ
の
俘
囚
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

団
の
定
住
地
帯
と
し
て
、
広
大
な
俘
囚
自
治
区
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
」
と
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す
る
見
方
が
一
般
的
で
、
実
際
、
大
石
氏
ら
の
説
も
「
中
央
権
力
の
退
潮
期

に
そ
の
よ
う
な
主
導
性
、
積
極
性
を
王
朝
国
家
が
発
揮
し
た
と
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
反
論
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
遠
藤
氏
は
「
秋
田
城
介
の
復
活
」
で
、
秋
田
城
介
（
出
羽
城

介
）
と
鎮
守
府
将
軍
は
義
受
領
の
官
に
非
ざ
る
臨
も
受
領
と
同
様
の
扱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
受
け
る
、
特
別
受
領
な
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
ま
た
山
北
三
郡
（
雄
勝
・

平
鹿
・
山
本
）
・
秋
田
・
河
辺
の
五
郡
お
よ
び
奥
歯
郡
が
、
そ
れ
ぞ
れ
出
羽

城
介
お
よ
び
鎮
守
府
将
軍
の
「
管
郡
的
基
盤
」
で
あ
っ
た
と
し
た
。
こ
う
し

て
氏
は
、
十
世
紀
以
前
に
お
け
る
国
家
側
、
直
接
に
は
鎮
守
府
・
秋
田
城
に

よ
る
実
効
支
配
を
強
調
し
、
十
一
世
紀
以
後
の
東
北
支
配
に
関
す
る
大
石
氏

や
氏
自
身
の
説
と
の
整
合
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遠
藤
氏
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
後
に
熊
谷
公
男
氏
が
鎮
守
府
に
関
し
て
よ
り
明
確
に
理
論
化
し
、
さ
ら

に
斉
藤
利
男
氏
が
北
方
論
や
武
士
論
を
包
含
す
る
形
で
ま
と
め
あ
げ
た
。
斉

藤
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
＝
○
世
紀
初
め
の
時
期
、
鎮
守
府
・
秋
田
城
の
機

構
整
備
と
権
限
強
化
が
進
め
ら
れ
、
国
府
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
面
罵
の
設

定
や
、
長
官
で
あ
る
鎮
守
府
将
軍
・
出
羽
城
介
の
『
受
領
官
』
へ
の
格
上
げ

が
行
わ
れ
る
。
鎮
守
府
・
秋
田
城
の
国
府
か
ら
の
事
実
上
の
独
立
、
“
第
二

　
　
　
　
　
　
⑩

国
府
化
”
で
あ
る
」
。
そ
し
て
鎮
守
府
・
秋
田
城
は
、
各
々
の
管
郡
は
も
ち

ろ
ん
本
州
北
端
や
北
海
道
に
ま
で
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
「
鎮
守
府
・
秋
田

城
体
制
」
を
構
築
し
て
い
た
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
説
（
以
下
「
魍
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
』
説
」
と
呼
称
）

は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
あ
ま
り
批
判
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
近
年
で
は
ほ
と
ん
ど
通
説
と
し
て
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
実

際
、
東
北
・
北
方
史
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
武
士
研
究
者
を
は
じ
め
と
す

る
中
世
史
研
究
者
の
多
く
も
、
十
世
紀
前
後
の
東
北
情
勢
に
関
し
て
は
概
ね

「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
積
極
的
な

批
判
や
再
検
討
を
試
み
る
動
き
は
見
か
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
近
年
に
な
っ
て
、

前
述
の
熊
谷
公
男
氏
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
史
研
究
者
も
、
こ
の
時
代
に
関

し
て
急
速
に
関
心
を
深
め
つ
つ
あ
る
が
、
概
し
て
そ
の
研
究
姿
勢
は
、
い
か

に
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
を
、
平
安
初
期
以
前
に
関
す
る
古
代
史
の

研
究
成
果
と
整
合
的
に
継
ぎ
足
す
か
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ

の
説
自
体
を
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
と
い
う
気
運
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ

る
。　

し
か
し
研
究
史
の
経
過
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
鎮
守
府
・
秋
田
城

体
制
」
説
は
中
世
史
研
究
上
の
要
請
か
ら
演
義
的
に
つ
く
ら
れ
た
腰
が
強
く
、

細
か
い
実
証
を
経
な
い
ま
ま
、
い
さ
さ
か
断
定
的
に
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る

感
が
な
い
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
か
つ
て
古
代
史
学
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ

る
奥
六
郡
の
う
ち
四
郡
ま
で
が
十
撮
紀
の
史
料
た
る
『
延
喜
恥
曝
民
部
上

（
以
下
「
民
部
省
式
」
）
や
『
和
名
類
聚
抄
』
（
以
下
『
和
名
抄
』
）
に
見
え

な
い
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
間
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題
に
関
し
て
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
の
論
者
ら
は
、
「
延
喜
式
に
は

み
え
な
い
が
、
和
賀
・
稗
貫
・
斯
波
の
三
郡
は
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
成

立
し
て
い
る
こ
と
が
正
史
の
記
事
に
あ
っ
て
、
こ
の
範
囲
ま
で
は
か
な
り
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
う
ち
に
郡
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
」
な
ど
と
す
る
の
み
で
、

　
「
延
喜
式
に
は
み
え
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
な
い
ま
ま
、
こ
れ
ら
の

郡
が
十
世
紀
に
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
場
合
が
ほ

　
　
　
　
　
　
⑫

r
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
が
通
説
と
な
っ
た

現
在
、
こ
の
四
二
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
議
論
さ
れ
る
こ

と
す
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
が
奥
六
郡
を
鎮
守
府
の
「
管

郡
」
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
し
て
安
倍
氏
の
奥
六
郡
に
お
け
る
支
配
権
も
鎮

守
府
の
三
六
郡
支
配
権
に
基
づ
く
と
説
く
以
上
、
奥
六
郡
が
十
世
紀
段
階
で

地
域
的
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
疑
わ
せ
か
ね
な
い
諸
史
料
を
軽
視
し

た
ま
ま
議
論
を
進
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
も
し
、
こ
の
四
郡
に
お
け
る

鎮
守
府
の
支
配
権
が
脆
弱
も
し
く
は
皆
無
で
あ
っ
た
な
ら
、
「
鎮
守
府
・
秋

田
城
体
制
」
説
は
少
な
く
と
も
陸
奥
に
関
す
る
限
り
根
底
か
ら
崩
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
か
ら
。

　
そ
こ
で
次
章
で
は
、
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
の
急
所
と
も
い
う
べ

き
、
こ
れ
ら
四
郡
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と

す
る
。

　
①
高
橋
富
雄
『
奥
州
藤
原
氏
四
代
』
（
吉
川
弘
文
館
、
　
九
五
八
）
二
五
頁
。

②
大
石
直
正
「
中
世
の
黎
明
」
（
欄
中
世
奥
羽
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
七
八
）
三
頁
。

③
遠
藤
巌
「
中
世
国
家
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
」
（
『
松
前
藩
と
松
前
㎞
九
、
一

　
九
七
⊥
ハ
）
　
一
一
二
塀
只
。

④
　
大
石
直
正
「
中
世
の
黎
明
」
（
注
②
参
照
）
七
・
八
頁

⑤
塩
谷
順
耳
「
平
泉
藤
原
氏
と
鎌
倉
政
権
」
（
『
古
代
の
地
方
史
』
6
、
朝
倉
香
店
、

　
～
九
七
八
）
二
九
一
頁
。

⑥
高
橋
富
雄
『
平
泉
』
（
教
育
社
歴
史
新
書
、
一
九
七
八
）
＝
ハ
頁
。

⑦
神
居
里
諺
「
前
九
年
の
役
見
な
お
し
の
た
め
に
」
（
『
東
北
古
代
史
の
研
究
臨
吉

　
川
弘
⊥
二
三
、
　
～
九
八
六
）
四
一
五
百
ハ
。

⑧
遠
藤
巌
「
秋
田
城
介
の
復
活
扁
（
欄
東
北
古
代
史
の
研
究
㎞
玉
璽
弘
文
館
、
一
九

　
八
六
）
五
六
七
頁
。
な
お
出
羽
二
二
・
鎮
守
府
将
軍
の
「
管
郡
的
基
盤
」
に
つ
い

　
て
は
同
論
文
の
五
七
四
・
五
八
六
頁
に
言
及
が
あ
る
。

⑨
熊
谷
公
男
漏
受
領
官
㎞
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
（
『
中
世
の
地
域
社
会
と
交
流
』

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
）
。

⑩
斉
藤
利
男
「
蝦
夷
社
会
の
交
流
と
門
エ
ゾ
㎞
世
界
へ
の
変
容
」
（
咽
古
代
蝦
夷
の

　
世
界
と
交
流
㎞
名
著
出
版
、
一
九
九
六
）
四
五
二
頁
。
な
お
斉
藤
氏
の
説
に
つ
い

　
て
は
同
「
軍
事
貴
族
・
武
家
と
辺
境
社
会
」
（
㎎
日
本
史
研
究
輪
四
二
七
、
一
九
九

　
八
）
も
参
照
。

⑪
大
石
直
正
「
中
世
の
黎
明
」
（
注
②
参
照
）
六
頁

⑫
管
見
の
限
り
、
近
年
に
な
っ
て
伊
藤
博
幸
氏
が
門
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
一
説

　
を
前
提
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
四
郡
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
て
い
る
の
が
唯
一
の
例

　
外
で
あ
る
。
伊
藤
氏
の
説
に
つ
い
て
は
第
二
章
の
注
⑥
参
照
。
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二
　
『
延
薯
弐
』
の
記
事
を
ど
う
読
む
か

　
ま
ず
奥
六
郡
の
建
置
過
程
か
ら
み
て
い
く
。
奥
六
郡
の
う
ち
、
南
部
に
当

た
る
胆
沢
郡
と
江
刺
郡
、
お
よ
び
そ
の
南
隣
に
あ
た
る
磐
井
郡
は
、
延
暦
二

　
年
（
八
〇
二
）
、
坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
っ
て
胆
沢
城
が
造
営
さ
れ
た
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
体
同
時
期
に
建
置
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
次
に
、
奥
六

実
中
部
に
あ
た
る
斯
波
（
紫
波
）
郡
、
稗
縫
（
稗
貫
）
郡
、
和
我
（
和
賀
）

郡
は
、
『
日
本
後
紀
』
（
以
下
『
後
紀
』
）
弘
仁
工
年
（
八
一
一
）
正
月
丙
午

条
に
建
郡
記
事
が
あ
り
、
建
山
時
期
を
特
定
で
き
る
。
な
お
胆
沢
・
江
刺
・

磐
井
郡
の
建
郡
記
事
は
、
こ
の
時
期
に
関
す
る
隅
後
紀
』
の
記
事
（
巻
九
～

十
一
）
が
散
逸
し
た
た
め
か
存
在
せ
ず
、
史
料
上
の
初
出
は
、
胆
沢
郡
が

魍
後
紀
』
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
五
月
癸
未
条
、
江
刺
郡
が
圃
続
日
本
後

紀
』
（
以
下
『
続
後
紀
』
）
承
和
八
年
（
八
四
｝
）
三
月
苦
労
条
、
磐
井
郡
に

至
っ
て
は
延
長
五
年
（
九
二
七
）
奏
進
の
「
民
部
省
式
」
ま
で
下
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
陸
奥
国
に
お
け
る
建
郡
が
原
則
と
し
て
南
か
ら
北
へ
漸
進

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
斯
波
・
稗
貫
・
和
賀
郡
の
建
置
が
、

志
波
城
（
延
暦
二
二
年
造
営
）
以
甫
の
地
域
に
対
し
て
同
時
に
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
胆
沢
・
江
刺
・
磐
井
郡
も
延
暦
二
…

～
三
年
、
つ
ま
り
胆
沢
城
造
営
か
ら
胆
沢
郡
の
初
出
ま
で
の
間
に
、
ほ
ぼ
同

時
に
配
置
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
以
下
の
文
中
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

伊
藤
博
幸
氏
の
分
類
に
従
い
、
斯
波
・
稗
貫
・
和
賀
の
三
郡
を
、
志
波
城
に

よ
る
支
配
を
前
提
に
建
置
さ
れ
た
郡
と
い
う
意
味
で
斯
波
三
郡
と
呼
ぶ
こ
と

　
　
③

に
す
る
。

　
と
も
あ
れ
以
上
に
よ
っ
て
、
心
尽
郡
の
う
ち
胆
沢
・
江
刺
・
和
賀
・
稗

貫
・
斯
波
の
五
郡
の
建
置
時
期
は
九
世
紀
初
頭
と
、
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
る
。
ま

た
斯
波
郡
の
北
に
位
置
す
る
岩
手
郡
の
初
出
は
十
世
紀
半
ば
な
の
で
（
詳
し

く
は
後
述
）
、
遅
く
と
も
そ
の
頃
ま
で
に
は
奥
六
郡
が
す
べ
て
成
立
し
た
こ

と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
「
民
部
省
式
」
巻
頭
の
国

郡
一
覧
や
『
和
名
抄
』
で
は
、
陸
奥
の
国
域
は
胆
沢
郡
・
江
刺
郡
を
北
限
と

し
て
お
り
、
斯
波
三
郡
以
北
の
郡
は
全
く
載
っ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
岩
手

郡
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
斯
波
三
郡
に
つ
い
て
は
、
九
世

紀
初
頭
に
で
き
た
郡
が
十
世
紀
の
史
料
に
載
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
従
来
唱
え
ら
れ
て
き
た
解
釈
は
、
概
ね
次
の
二
つ
に
ま
と

　
　
　
　
④

め
ら
れ
よ
う
。

　
①
令
制
郡
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
の
、
後
に
廃
郡
と
な
っ
た
。
少
な
く

　
　
と
も
事
実
上
、
国
家
領
域
と
は
見
な
せ
な
く
な
っ
た
と
す
る
説
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
「
廃
郡
説
」
と
呼
称
）
。

　
②
斯
波
＝
蔀
や
岩
手
郡
を
、
本
来
の
郡
（
欝
欝
・
令
制
郡
）
で
は
な
く
、

　
　
「
権
郡
」
・
「
外
郡
」
な
ど
と
み
な
し
た
り
、
或
い
は
そ
う
し
た
呼
称
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こ
そ
使
わ
な
く
と
も
、
「
民
部
省
が
認
識
す
る
律
令
的
収
取
体
系
が
実

　
　
現
し
な
か
っ
た
地
域
」
な
ど
と
し
て
、
事
実
上
特
殊
な
郡
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
考
え
る
説
（
以
下
「
特
殊
郡
説
」
と
呼
称
）
。

　
こ
の
う
ち
廃
郡
説
は
、
史
料
を
素
朴
に
読
め
ば
当
然
思
い
つ
く
で
あ
ろ
う

解
釈
で
、
実
際
こ
の
説
の
方
が
、
管
見
の
限
り
で
は
歴
史
が
古
い
よ
う
で
あ

る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
諸
先
学
が
特
殊
郡
説
を
唱
え
て
き
た
理
由
は

幾
つ
か
あ
ろ
う
が
、
最
大
の
理
由
は
、
同
じ
『
延
喜
式
騙
の
別
の
部
分
に
斯

波
郡
が
載
っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
『
延
喜
式
』
の
神

名
下
（
以
下
「
神
名
式
」
と
呼
称
）
に
斯
波
郡
お
よ
び
同
郡
の
官
社
・
志
賀

理
和
気
神
社
の
名
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
一
部
の
写
本
に
「
貞
」
の
標

注
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
特
殊
累
層
の
支
持
者
は
『
延
喜
式
帽
奏
進
段
階

ま
で
斯
波
郡
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
、
ま
た
廃
郡
説
の
支
持
者
も
、

『
貞
観
式
』
奏
進
段
階
ま
で
は
斯
波
郡
は
存
在
し
た
、
蛸
脚
と
な
っ
た
の
は

そ
れ
以
後
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
は
、
「
神
名
式
」
や
古
代
の
神
社
行
政
に
関
す
る

諸
研
究
の
成
果
を
、
あ
ま
り
反
映
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
宮

　
　
　
　
　
　
　
⑦

城
栄
昌
氏
に
よ
れ
ば
、
「
神
名
式
」
は
弘
仁
式
社
の
次
に
貞
観
式
社
を
、
そ

の
後
に
噸
貞
観
式
』
以
後
の
官
社
を
、
ほ
と
ん
ど
機
械
的
に
書
き
継
い
だ
も

の
で
し
か
な
い
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
「
神
名
式
」
は
、
神
祇
富
に
具
備
さ
れ

て
い
た
神
名
帳
を
元
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
神
名
帳
と
い
う

も
の
は
、
恐
ら
く
天
平
年
間
（
七
二
九
～
四
九
）
ま
で
に
は
存
在
し
、
新
た

な
官
社
が
生
ず
る
毎
に
太
政
官
が
神
祇
官
に
符
を
下
し
て
官
社
名
を
書
き
継

が
せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
成
立
事
情
で
あ
る
か
ら
、
社
名
は

基
本
的
に
、
登
録
さ
れ
た
順
の
機
械
的
羅
列
と
な
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
社

名
を
登
録
し
た
時
点
で
の
所
在
郡
名
が
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
変
更
さ
れ
ず
に

残
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
「
志
賀
理
和
気
神
社
」
な
る
社
名
を
登
録

し
た
仁
寿
年
間
（
八
璽
～
三
）
ご
ろ
の
所
在
郡
名
「
斯
波
郡
」
⑫
そ
の

後
の
状
勢
の
変
化
に
関
係
な
く
残
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
も
神
祇
富
は
、
同
社
を
神
名
帳
に
登
録
こ
そ
し
た
も
の
の
、
実
際
の

班
幣
に
は
全
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
延
暦
十
七
年
（
七

九
八
）
い
わ
ゆ
る
官
幣
国
幣
社
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
全
国
の
国
幣
社
に
対

す
る
班
幣
は
各
国
国
司
に
移
管
さ
れ
、
神
祇
官
を
は
じ
め
申
央
か
ら
は
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

際
に
班
幣
が
励
行
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
す
ら
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
そ
の
後
に
国
幣
社
と
し
て
登
録
さ
れ
た
志
賀
理
和
気
神
社
も
、
神

黄
鯛
と
の
接
点
は
事
実
上
な
い
に
等
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

斯
波
郡
は
も
と
よ
り
志
賀
理
和
気
神
社
そ
の
も
の
が
退
転
し
た
と
こ
ろ
で
、

神
祇
官
の
業
務
に
は
何
の
支
障
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
そ
う

し
た
報
告
が
神
祇
官
に
届
い
て
い
た
か
す
ら
疑
問
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
神
社
行
政
お
よ
び
神
名
帳
（
ひ
い
て
は
「
神
名

式
」
）
の
編
集
は
、
い
さ
さ
か
杜
撰
と
と
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
面
は
あ
る
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の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
薩
牟
田
崇
生
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
「
民
政
一
般
に
関
わ
る
条
規
を
記
載
し
た
噸
民
部
省
式
』
は
、
（
中
略
）

徴
税
や
賦
課
な
ど
の
た
め
に
は
、
飽
く
ま
で
も
現
在
が
基
準
で
あ
り
、
そ
の

実
務
上
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
郡
の
改
廃
・
郡
名
変
更
な
ど

は
（
中
略
）
そ
の
都
度
訂
正
す
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

が
ら
、
『
神
名
式
騙
は
、
毎
年
二
月
の
祈
年
祭
に
当
り
諸
神
へ
の
班
幣
の
た

め
の
台
帳
で
あ
り
、
郡
の
改
廃
・
変
更
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
（
中
略
）
郡
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
『
弘
仁
神
名
式
』
を
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ま
受
け
継
い
だ
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
支
障
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
。
つ

ま
り
神
名
帳
（
「
神
名
式
」
）
に
お
い
て
正
確
を
期
す
べ
き
部
分
、
醤
い
換
え

れ
ば
神
舐
官
が
正
確
に
把
握
し
て
お
く
べ
き
デ
ー
タ
と
は
、
神
祇
富
が
直
接

評
言
す
る
官
幣
社
の
諸
神
の
座
数
な
の
で
あ
り
、
国
幣
社
の
、
そ
れ
も
所
在

郡
の
名
な
ど
は
、
神
舐
官
に
と
っ
て
は
些
末
事
で
し
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
も
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
九
世
紀
半
ば
以
降
、
神
社
行
政
の
主

眼
は
神
階
社
制
に
移
行
し
て
ゆ
く
た
め
、
官
社
制
は
次
第
に
形
骸
化
の
方
向

に
向
か
い
、
神
祇
官
が
実
際
に
班
幣
を
行
う
の
は
富
幣
社
の
中
で
も
畿
内
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

近
江
の
諸
社
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
よ
っ
て
、
神
名
帳
（
「
神
名
式
」
）
の

地
方
諸
社
に
関
す
る
記
載
を
訂
正
・
改
訂
す
る
必
然
性
は
、
ま
す
ま
す
失
わ

れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
「
神
名
式
」
に
斯
波
郡
お
よ
び
志
賀
理
和
気
神
社
が

「
貞
」
の
標
注
付
き
で
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
貞
観
式
一
驚
進
以

前
の
あ
る
時
期
（
恐
ら
く
は
仁
寿
年
間
ご
ろ
）
に
同
神
社
が
宮
社
に
列
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
た
こ
と
、
お
よ
び
同
神
社
の
所
在
地
・
斯
波
郡
が
そ
の
時
点
で
存
在
し
た

こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
『
貞
観
式
』
が
奏
進
さ
れ
た
貞
観
十
三
年
（
八
七

一）

i
階
ま
で
斯
波
郡
が
存
在
し
た
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
し
て
『
延
喜
式
』
段
階
に
お
け
る
斯
波
郡
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
と
は

な
り
得
な
い
。
こ
の
史
料
は
、
廃
者
説
へ
の
反
証
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
廃
語
説
へ
の
反
証
と
な
り
う
る
史
資
料
は
「
神
名
式
」
の
他
に
も

若
干
存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
お
く
。
第
一
章

で
述
べ
た
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
の
論
者
ら
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』

や
、
胆
沢
城
の
井
戸
跡
か
ら
出
土
し
た
九
世
紀
末
頃
の
木
簡
な
ど
に
「
斯
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

連
」
「
和
我
身
」
と
い
っ
た
人
物
が
み
え
る
こ
と
に
注
吝
し
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
鎮
守
府
が
九
・
十
世
紀
に
か
け
て
斯
波
郡
や
和
賀
郡
の
俘
囚
系
豪
族

を
在
庁
と
し
て
任
用
し
、
「
蝦
夷
系
豪
族
を
基
礎
に
お
い
た
鎮
守
府
の
新
た

な
支
配
体
制
」
「
国
府
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
部
内
支
配
」
を
構
築
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
確
か
に
、
も
し
「
斯
波
連
」

や
「
和
我
連
」
が
九
世
紀
末
段
階
で
斯
波
郡
・
和
賀
郡
に
拠
点
を
置
い
て
い

た
と
い
え
る
な
ら
、
両
郡
は
当
然
九
世
紀
末
ま
で
存
続
し
、
し
か
も
鎮
守
府

に
よ
る
支
配
が
か
な
り
定
着
し
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
斯

波
連
」
は
『
続
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
二
月
己
魚
条
で
既
に
賜
姓
記
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事
が
見
え
、
「
和
叢
叢
」
も
、
俘
囚
系
豪
族
へ
の
賜
姓
や
叙
位
が
、
承
和
年

間
の
い
わ
ゆ
る
「
中
郡
騒
乱
」
前
後
に
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
　
⑭

考
え
れ
ば
、
承
和
年
間
に
賜
姓
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
政
策
は
、

「
奥
郡
騒
乱
」
に
際
し
て
国
家
的
が
と
っ
た
懐
柔
策
や
論
功
行
賞
の
一
環
で

あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
彼
ら
が
賜
姓
さ
れ
た
時
期
は
、
広
く
み
て
も
九
世
紀

半
ば
以
前
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
「
斯
波
達
」
「
和
三
連
」
が
九
世
紀
末
の

史
資
料
に
み
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
斯
波
郡
・
和
賀
郡
が
九
世
紀
末
ま
で
存

在
し
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
九
世
紀
末
の
彼
ら
が
ど
こ
に
居
住
し
、
あ
る

い
は
拠
点
を
置
い
て
い
た
か
全
く
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
廃
諸
説
の
反
証
と
も
思
え
る
史
資
料
は
、
実

は
全
く
同
説
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
、
特
殊
郡
説
の

妥
当
性
・
実
証
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
同
説
の
う
ち
「
警
笛
」
説
に
つ
い
て
み
る
と
、
現
在
確
認
で
き
る
唯

一
の
「
権
郡
」
設
置
例
は
、
『
続
日
本
型
幅
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
四
月
辛

未
条
に
現
れ
る
「
権
置
二
多
賀
・
階
上
二
郡
一
」
な
る
記
事
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
既
に
熊
谷
公
男
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
「
郡
が
設
置
さ
れ
た
の
に

そ
の
官
員
（
H
統
領
の
人
）
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
変
則
的
な
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

態
を
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
制
度
的
な
存
在
と
は
考
え
ら
れ
」
な
い
。
ま

し
て
「
外
郡
」
な
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
史
料
的
な
裏
付
け
も

と
れ
ず
、
と
う
て
い
賛
同
し
難
い
。

　
ま
た
「
民
部
省
が
認
識
す
る
律
令
的
収
取
体
系
が
実
現
し
な
か
っ
た
地

域
」
と
い
っ
た
説
に
つ
い
て
も
、
「
民
部
省
式
」
の
申
に
「
律
令
的
収
取
が

実
現
し
て
い
な
い
郡
」
な
る
も
の
の
省
略
・
削
除
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
全
く

な
く
、
要
す
る
に
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
む
し
ろ
「
民
部
省
式
」
中
に
、

「
凡
諸
国
貢
調
聖
者
、
越
後
・
佐
渡
・
隠
岐
三
国
、
並
限
一
門
年
七
月
↓
（
中

略
）
、
伊
予
国
限
三
一
旦
但
宇
和
・
喜
多
両
郡
限
二
三
貝
（
以
下
略
）
」
「
凡

美
濃
国
坂
本
・
土
岐
・
大
井
三
駅
、
信
濃
国
女
知
駅
子
、
課
役
並
免
、
（
以

下
略
）
」
な
ど
と
、
貢
納
期
限
の
特
例
や
課
役
免
除
の
対
象
に
つ
い
て
地
域

毎
に
細
か
く
規
定
し
た
条
文
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
も
し

斯
波
三
郡
が
課
役
賦
課
の
な
い
特
殊
な
郡
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
冒
頭
の

国
郡
～
覧
に
郡
名
を
明
記
し
た
上
で
、
三
郡
の
課
役
を
免
ず
る
旨
の
条
文
を

立
て
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
説
で
は
『
和

名
抄
騙
に
斯
波
三
郡
が
載
っ
て
い
な
い
理
由
を
説
明
で
き
な
い
。
唖
和
名
抄
』

所
収
の
書
名
が
、
単
な
る
「
民
部
省
式
」
の
写
し
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
、

収
録
因
数
や
盛
名
の
表
記
・
配
列
に
「
民
部
省
式
」
と
の
異
同
が
何
箇
所
か

み
ら
れ
る
こ
と
や
、
何
よ
り
『
和
名
抄
』
に
は
郡
名
の
み
な
ら
ず
各
郡
の
旧

名
ま
で
記
し
た
巻
が
あ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
う
ま
で
も

な
く
㎎
和
名
抄
写
は
法
典
で
は
な
く
、
勤
子
内
親
王
の
「
令
一
我
臨
レ
文
無
じ

所
レ
懸
章
」
と
い
う
下
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
辞
書
な
い
し
は
百
科
事
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
郡
名
を
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
当
然
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「
律
令
的
収
取
」
の
有
無
な
ど
関
係
な
く
、
知
ら
れ
る
早
り
す
べ
て
の
郡
を

収
録
し
よ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
斯
波
三
郡
が
収
録
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
『
和
名
抄
臨
撰
者
・
裏
話
が
調
べ

た
限
り
で
は
、
斯
波
三
郡
の
存
在
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
特
殊
帯
説
に
は
問
題
が
多
く
、
率
直
に
い
っ
て
、
廃
郡
説

を
避
け
る
た
め
の
安
易
な
合
理
化
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て

「
民
部
省
式
」
の
記
載
に
留
保
を
加
え
る
必
然
性
は
何
も
な
く
、
む
し
ろ
斯

波
三
郡
が
存
在
し
な
か
っ
た
（
廃
郡
と
な
っ
て
い
た
）
か
ら
「
民
部
省
式
」

に
載
ら
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
斯
波
三
郡
の
支
配
が
『
延
喜
式
聴
奏
進
以
前

の
あ
る
時
点
で
破
綻
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
岩
手
郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
斯
波
三
郡
が
廃
郡
と
し
て
国
家

領
域
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
更
に
北
に
あ
る
岩
手
郡
に

つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
奏
進
段
階
に
は
事
実
上
存
在
し
な
か

っ
た
可
能
性
が
強
い
。
問
題
は
、
そ
れ
が
斯
波
三
郡
と
同
様
、
｝
旦
建
評
し

た
後
の
廃
絶
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
一
度
も
据
置
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
為
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
岩
手
郡
　
　
い
は
て
の
こ
ほ
り
　
　
の
史
料
上
の
初
出
は
天
暦
五
年
（
九

五
一
）
頃
成
立
と
お
ぼ
し
き
『
大
和
物
語
駈
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
岩
手

郡
は
遅
く
と
も
十
世
紀
半
ば
に
は
成
立
し
て
い
た
と
み
る
の
が
通
説
で
あ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
岩
手
郡
の
建
坪
時
期
自
体
を
十
世
紀
以
降
と
す
る
の

は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
い
は
て
の
こ
ほ
り
」
が
登
場
す
る
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

話
は
、
「
な
ら
の
み
か
ど
（
平
城
天
皇
か
）
」
を
主
人
公
と
し
た
昔
話
な
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
十
世
紀
半
ば
頃
の
人
々
が
、
岩
手
郡
の
愚
心
を
百
四
、

五
十
年
前
の
鳩
来
事
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
特
定
で
き
ず
と
も
、
相
当
に

「
昔
」
の
出
来
事
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
平
城
天
皇
の
時
代
1
1
大
同
年
間
か
ら
岩
手

郡
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
。
も
し
岩
手
郡
が
、
『
延
書

式
㎏
の
奏
進
さ
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
以
後
は
じ
め
て
建
置
さ
れ
た
郡

で
あ
れ
ば
、
『
大
和
物
語
駈
成
立
時
と
の
間
隔
は
二
十
年
強
し
か
な
く
、
こ

の
よ
う
な
逸
話
が
作
ら
れ
る
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て

岩
手
郡
の
建
置
は
噸
延
喜
式
臨
奏
進
以
前
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
斯
波
三
郡

と
同
じ
よ
う
に
、
一
旦
思
置
さ
れ
た
後
、
何
ら
か
の
理
由
で
廃
絶
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
岩
手
郡
の
建
蔽
時
期
は
、
具
体
的
に
は
い
つ
頃
な
の
だ
ろ
う
か
。

伊
藤
博
幸
氏
は
、
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
の
北
陸
奥
で
盛
ん
に
造
ら
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
終
末
期
古
墳
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
弘
仁
二
年
も
し
く
は
三
年

（
八
一
一
～
二
）
の
志
波
城
の
南
遷
（
『
後
信
』
同
二
年
閏
一
二
月
余
丑
条
）

に
よ
っ
て
、
旧
・
志
波
城
周
辺
域
が
政
治
的
な
間
隙
地
帯
と
な
っ
た
た
め
、
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⑰

こ
こ
に
新
し
く
岩
手
郡
を
設
け
た
と
い
う
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ

ば
、
志
波
城
周
辺
域
は
太
田
蝦
夷
森
古
墳
群
に
連
な
る
勢
力
の
、
ま
た
徳
丹

城
周
辺
域
は
藤
沢
秋
森
古
墳
群
に
連
な
る
勢
力
の
分
布
域
に
重
な
る
と
い
う
。

な
ら
ば
、
志
波
城
南
遷
に
際
し
て
太
田
蝦
夷
森
古
墳
群
に
連
な
る
勢
力
の
不

満
・
動
揺
を
鎮
め
る
た
め
、
彼
ら
の
勢
力
圏
の
み
を
斯
波
郡
か
ら
切
り
離
し
、

新
郡
と
し
て
分
暫
し
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
そ
の
建
置
時
期
も
志
波
城
南
遷
と
同
時
期
、
つ
ま
り
弘
仁
二
～
三
年
ご

ろ
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
斯
波
三
郡
・
岩
手
郡
は
と
も
に
、
九
世
紀
初
頭
に
一
旦

建
置
さ
れ
た
も
の
の
、
『
延
喜
式
』
の
奏
進
さ
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）

以
前
の
あ
る
時
期
に
廃
絶
し
、
事
実
上
、
国
家
領
域
か
ら
離
脱
し
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
な
る
と
第
一
章
の
終
わ
り
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
郡

の
存
続
を
前
提
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
き
た
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
も
、

少
な
く
と
も
鎮
守
府
に
関
す
る
限
り
疑
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ

こ
で
次
章
で
は
、
こ
の
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
が
果
た
し
て
い
か
な

る
論
拠
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
論
理
的
・
実
証
的
に
ど
の
程
度
当
を
得

た
も
の
で
あ
る
の
か
、
改
め
て
検
証
を
行
お
う
と
思
う
。

①
た
だ
し
今
泉
隆
雄
氏
は
、
磐
井
郡
を
栗
原
・
桃
生
郡
な
ど
と
同
じ
地
域
ブ
ロ
ッ

　
ク
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
郡
が
い
ず
れ
も
胆
沢
・
江
刺
郡
な
ど
よ
り
以
前
に
建
置
さ

　
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
（
「
律
令
国
家
と
エ
ミ

　
シ
」
（
『
新
版
古
代
の
日
本
』
9
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
）
一
七
五
一
九
頁
）
。

②
伊
藤
博
幸
門
奥
六
郡
成
立
の
史
的
前
提
」
（
鱗
岩
手
考
古
学
輪
三
、
一
九
九
皿
）

　
四
四
、
五
頁
。

③
私
見
で
は
、
伊
藤
氏
の
分
類
は
実
証
性
に
若
干
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
し
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
氏
の
分

　
類
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

④
「
民
部
省
式
扁
な
ど
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
二
説
の
他
、
讐
単
な

　
る
記
載
も
れ
」
と
い
う
説
も
以
前
は
あ
っ
た
が
、
近
年
こ
の
説
を
唱
え
る
論
者
は

　
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
の
で
、
詳
し
い
検
討
は
省
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

　
「
記
載
も
れ
」
説
が
、
実
証
性
に
乏
し
い
憶
測
程
度
の
説
で
し
か
な
い
こ
と
は
言

　
う
ま
で
も
な
い
。

⑤
古
く
は
喜
田
貞
吉
「
延
喜
式
の
杜
撰
」
（
『
歴
史
地
理
』
＝
　
三
⊥
二
、
一
九
一

　
九
）
な
ど
。
近
年
で
は
高
橋
崇
『
蝦
夷
の
宋
喬
隔
（
中
公
新
轡
、
一
九
九
一
）
第

　
一
章
、
福
田
豊
彦
門
北
の
鉄
文
化
」
（
『
東
国
の
兵
乱
と
も
の
の
ふ
た
ち
』
吉
川
弘

　
文
館
、
…
九
九
五
）
、
西
牟
田
崇
生
珊
延
喜
式
神
名
帳
』
郡
名
表
記
考
」
（
欄
延
喜

　
式
神
名
帳
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
）
な
ど
。

⑥
「
権
郡
」
・
「
外
郡
」
説
を
唱
え
て
い
る
の
は
、
板
橋
源
『
岩
手
県
史
輪
第
一

　
巻
（
一
九
六
一
）
四
九
一
　
頁
、
古
圓
橋
工
…
雄
隅
廠
ハ
州
隔
日
原
氏
閣
代
輪
（
士
三
川
弘
文
館
、

　
一
九
五
八
）
第
一
章
、
神
居
乱
賊
「
安
倍
貞
任
に
つ
い
て
」
（
『
関
晃
先
生
還
暦
記

　
念
　
日
本
古
代
史
研
究
隠
妻
斜
弘
文
館
、
｝
九
八
○
）
な
ど
。
ま
た
伊
藤
博
幸
氏

　
は
『
岩
手
県
の
歴
史
睡
（
山
川
出
版
社
、
　
九
九
九
）
3
章
で
、
「
正
規
の
郡
と
し

　
て
立
郡
さ
れ
た
が
、
昆
部
省
が
認
識
す
る
律
令
的
収
取
体
系
が
実
現
し
な
か
っ
た

　
地
域
と
理
解
し
た
い
」
（
七
二
頁
）
と
し
て
、
郡
自
体
は
存
続
し
て
い
る
と
主
張

　
し
て
い
る
。

⑦
宮
城
栄
昌
『
延
喜
式
の
研
究
論
述
購
買
（
大
修
理
轡
店
、
　
九
五
七
）
第
三
篇

　
第
四
章
第
二
節
2
・
5
。
な
お
「
神
名
式
」
に
お
け
る
官
社
の
機
械
的
配
列
や
郡
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名
の
不
改
訂
に
つ
い
て
は
、
小
倉
慈
司
門
延
喜
神
名
式
㎎
貞
隔
『
延
睡
標
注
の
検

　
里
門
（
魍
延
喜
式
研
究
』
八
、
一
九
九
三
）
で
改
め
て
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い

　
る
が
、
結
論
は
宮
城
氏
と
同
じ
で
あ
る
。

⑧
開
日
本
文
徳
天
皇
実
録
輪
仁
寿
二
年
八
月
辛
丑
条
に
、
志
賀
理
和
気
神
社
を
正

　
五
位
下
に
叙
し
た
記
事
が
あ
る
。
川
原
秀
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
嘉
祥
四
年
（
八
五

　
一
）
の
神
階
社
制
導
入
か
ら
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
ま
で
の
期
問
は
、
「
官
社
制

　
と
い
う
大
枠
を
崩
さ
せ
な
い
た
め
に
、
五
位
の
神
階
を
与
え
ら
れ
た
神
を
官
社
と

　
し
た
り
、
官
社
認
定
と
同
罪
に
神
階
を
与
え
た
り
す
る
な
ど
、
神
階
と
官
社
制
を

　
極
力
リ
ン
ク
さ
せ
る
よ
う
な
形
式
は
取
ろ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
（
「
神
階
社
日
」

　
（
隅
古
代
文
化
』
四
九
－
二
、
一
九
九
七
）
二
頁
）
、
志
賀
理
和
気
神
社
が
官
社
に

　
列
せ
ら
れ
た
時
期
も
仁
寿
二
年
頃
も
し
く
は
そ
れ
以
前
と
考
え
て
よ
い
。

⑨
川
原
秀
夫
「
国
司
と
神
社
行
政
偏
（
噌
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』
雄
山
閣
出
版
、

　
一
九
九
六
）
四
四
一
・
二
頁
。

⑩
西
牟
田
崇
生
「
『
延
喜
式
神
名
帳
㎞
郡
名
表
記
考
」
（
注
⑤
参
照
）
ご
三
頁
。

⑪
小
倉
慈
司
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
地
方
神
社
行
政
の
展
開
」
（
噸
史
学
雑
誌
』

　
　
○
王
－
三
、
一
九
九
四
）
七
九
頁
。
な
お
神
階
社
制
に
つ
い
て
は
同
論
文
の
他
、

　
注
⑧
・
⑨
の
川
原
論
文
、
三
宅
和
朗
「
古
代
祝
詞
の
変
質
と
そ
の
史
的
背
景
」

　
（
咽
古
代
国
家
の
神
紙
と
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
）
な
ど
参
照
。

⑫
水
沢
市
教
育
委
員
会
『
胆
沢
城
－
昭
和
六
～
年
度
発
掘
調
査
概
報
－
輪

　
（
一
九
八
七
）
。

⑬
熊
谷
公
男
轟
受
領
官
㎞
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
（
第
一
節
・
注
⑨
参
照
）
＝

　
～
三
頁
。

⑭
熊
谷
公
男
「
九
世
紀
奥
郡
騒
乱
の
歴
史
的
意
義
」
（
噸
律
令
国
家
の
支
配
構
造
』

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
）
一
九
九
頁
。

⑮
熊
谷
公
男
「
近
夷
郡
と
城
柵
支
配
」
（
咽
東
北
学
院
大
学
論
集
歴
史
学
・
地
理

　
学
』
一
＝
、
…
九
九
〇
）
四
〇
頁
。

⑯
池
邊
禰
『
和
名
類
聚
抄
出
郷
里
駅
名
考
証
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
）
王

　
頁

⑰
伊
藤
博
幸
門
奥
熱
望
成
立
の
史
的
前
提
」
（
注
②
参
照
）
五
〇
、
五
一
頁
。

三
　
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
は
存
在
し
た
か

　
ま
ず
鎮
守
府
に
関
す
る
検
討
か
ら
始
め
る
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

鎮
守
府
の
独
立
性
や
「
管
動
的
基
盤
」
の
存
在
を
唱
え
た
の
は
、
管
見
の
限

り
で
は
講
巌
氏
の
萩
田
城
介
覆
羽
」
が
最
初
で
あ
麺
・
し
か
し
こ
の

論
文
は
、
秋
田
（
畠
羽
）
一
介
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
た
め

か
、
鎮
守
府
に
関
す
る
所
説
の
論
拠
は
ほ
と
ん
ど
示
し
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て

鎮
守
府
に
関
す
る
限
り
、
率
直
に
云
っ
て
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
鎮
守
府
に
関
し
て
こ
う
し
た
説
が
明
確
に
理
論
化
さ
れ
る
の
は
、

熊
谷
公
男
氏
の
「
『
受
領
官
扇
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な

　
　
②

か
っ
た
。

　
だ
が
、
そ
の
熊
谷
氏
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
九
世
紀
末
以
降
の
鎮

守
府
や
鎮
守
府
将
軍
に
関
す
る
史
料
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
説
を
裏
付
け
な

い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
鎮
守
府
が
陸
奥
国
府
の
被
管
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
鎮
守
府
将
軍
の
任
符
に
は
、

受
領
国
司
の
任
符
に
み
ら
れ
る
「
国
宜
二
承
知
、
官
物
一
事
已
上
、
依
レ
例
分

付
こ
と
い
っ
た
文
雷
が
な
く
、
か
え
っ
て
「
国
府
承
知
、
二
丁
任
用
」
と

い
う
、
任
用
国
司
の
任
符
と
ほ
ぼ
同
じ
文
雷
が
書
か
れ
て
い
る
（
『
類
聚
符
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藩
医
騙
第
八
）
。
ま
た
氏
自
身
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
交
易
酸
素
を
は

じ
め
貢
金
・
臨
時
交
易
絹
・
調
庸
（
米
・
布
）
と
い
っ
た
賦
課
は
、
す
べ
て

陸
奥
国
の
名
で
行
わ
れ
て
お
り
、
鎮
守
府
独
自
の
賦
課
は
存
在
し
な
い
。
さ

ら
に
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
代
に
お
い
て
は
、
鎮
守
府
の
財
政
は
完
全
に
国

　
　
　
　
　
　
　
③

府
に
依
存
し
て
お
り
、
十
世
紀
以
降
そ
う
し
た
制
度
が
改
変
さ
れ
た
と
す
る

史
料
も
皆
無
で
あ
る
。

　
ま
た
氏
は
、
鎮
守
府
将
軍
が
「
受
領
官
」
（
鍵
括
弧
が
あ
る
の
は
「
事
実

上
の
受
領
国
司
」
と
の
意
を
表
す
か
）
で
あ
っ
た
根
拠
と
し
て
、
鎮
守
府
将

軍
が
「
依
レ
格
分
付
受
領
」
す
る
宮
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
『
日

本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
六
月
九
日
条
）
。
し
か
し
『
延
喜
交
替
式
』
の

「
凡
在
京
諸
司
遷
替
、
雷
声
解
由
一
分
付
受
領
過
レ
限
等
圧
准
レ
状
科
レ
罪
、
一

同
二
国
司
こ
な
ど
と
い
っ
た
条
文
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
分
付
・
受
領
と

い
う
語
が
、
資
財
引
継
ぎ
の
手
続
き
　
般
を
指
す
語
で
あ
り
、
国
司
（
受
領

国
司
）
以
外
に
慰
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
泉
谷
康
夫
氏
ら
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
「
在
京
諸
司
」
が
分
付
受
領
を
行
う
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
れ
ら
が
八
省
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鎮
守
府
と
陸
奥
国
府
の
関
係
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
多
く
の
反
証
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
熊
谷
氏
が
飽
く
ま
で
鎮

守
府
将
軍
を
「
受
領
官
」
と
み
な
す
の
は
、
出
羽
感
動
が
「
特
別
受
領
」
で

あ
る
旨
を
詳
論
し
た
遠
藤
氏
の
「
秋
田
城
介
の
復
活
」
を
立
論
の
前
提
と
し
、

鎮
守
府
将
軍
に
関
す
る
同
論
文
の
主
張
を
追
認
・
補
強
す
る
形
で
論
を
展
開

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
鎮
守
府
将
軍
に
関
す
る
遠
藤
・
熊
谷
氏
ら

の
説
は
、
結
局
は
出
羽
城
介
に
関
す
る
所
説
か
ら
の
類
推
に
過
ぎ
ず
、
も
し

出
羽
城
介
が
「
特
別
受
領
」
で
な
い
と
す
れ
ば
、
鎮
守
府
将
軍
に
関
す
る
論

拠
も
事
実
上
皆
無
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
出
羽
城
介
に
つ
い
て

検
証
し
て
み
る
。

　
遠
藤
前
掲
論
文
は
出
羽
城
介
に
つ
い
て
、
『
西
宮
記
鴫
『
北
山
抄
撫
な
ど
平

安
期
の
儀
式
書
か
ら
南
北
朝
期
の
噸
職
原
審
』
や
噸
伝
高
草
』
ま
で
を
同
列

に
引
用
し
た
上
で
、
出
羽
城
介
に
つ
い
て
「
通
常
除
目
で
出
羽
介
を
任
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

さ
ら
に
臨
時
群
島
の
さ
い
に
宣
旨
を
下
し
て
出
羽
（
秋
田
）
城
介
に
任
官
す

る
」
「
臨
時
の
任
官
で
あ
る
か
ら
、
外
記
宣
旨
で
あ
っ
た
」
と
し
、
一
方

「
蔭
子
命
令
が
弁
富
宣
旨
お
よ
び
官
符
ま
た
は
蔵
人
所
牒
を
も
っ
て
押
せ
ら

れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
を
、
藤
原
忠
通
が
大
治
四
年
（
一
一

二
九
）
関
白
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
、
外
記
宣
旨
と
弁
官
宣
旨
が
嚇
せ
ら
れ
た
例

と
関
連
づ
け
、
出
羽
城
島
の
特
殊
性
・
重
要
性
を
示
す
根
拠
の
一
つ
と
し
て

い
る
が
、
出
羽
城
介
の
た
め
だ
け
に
、
①
除
目
に
基
づ
く
（
出
羽
介
の
）
任

符
、
②
外
記
宣
旨
、
③
弁
官
宣
旨
、
④
城
務
を
命
ず
る
官
符
ま
た
は
蔵
人
所

牒
が
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
異
様
で
あ
る
。

　
実
は
遠
藤
氏
の
引
用
す
る
『
西
宮
記
駈
巻
十
三
の
条
文
に
は
、

　
　
「
出
羽
城
介
城
提
燈
賜
・
官
符
↓
可
レ
行
二
秋
田
城
事
一
由
、
賜
二
所
御
牒
一
云
々
、
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可
レ
尋
」

と
あ
り
、
ま
た
『
北
山
抄
』
巻
六
に
も
、

　
　
「
出
羽
平
石
署
務
事
、
給
二
官
符
い
但
秋
田
城
事
、
給
二
所
牒
｝
云
々
、

　
　
可
レ
尋
」

と
あ
る
。
さ
ら
に
『
江
家
次
第
』
蒼
古
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
「
出
羽
城
介
、
先
任
・
介
、
後
給
二
官
符
於
脱
田
城
」
「
出
羽
城
介
、
只
任
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　

　
　
出
羽
介
一
後
帯
二
官
符
於
脱
田
城
」

と
あ
る
の
で
、
以
上
よ
り
、
実
際
に
発
給
さ
れ
た
の
は
①
除
呂
に
基
づ
く
任

符
と
④
城
務
を
命
ず
る
官
符
ま
た
は
蔵
人
所
牒
の
み
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
蔵
人
所
牒
に
つ
い
て
は
魍
西
宮
記
臨
『
北
山
抄
』
と
も
「
可
尋
」
と

疑
を
挟
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
関
し
遠
藤
氏
は
「
所
説
発
給
が
む
し
ろ
十
世
紀

以
降
の
新
事
態
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
先
例
を
捜
し
か
ね
て
い
た
と
も
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑥

で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
『
江
家
次
第
』
で
所
牒
に
関

す
る
雷
及
が
消
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り

渡
辺
直
彦
氏
に
従
い
、
「
当
時
の
行
事
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
、
平
安
初

期
の
痕
跡
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
て
、
秋
田
城
務
の
こ
と
は
、
後
に

は
も
っ
ぱ
ら
富
符
に
よ
り
、
所
牒
は
用
い
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と

　
　
　
　
　
　
　
⑦

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
遠
藤
氏
が
②
外
記
宣
旨
③
弁
官
宣
旨
の
発
給
を
主
張
す
る
根

拠
は
、

一
，
『
職
原
抄
』
隅
伝
宣
草
臨
な
ど
に
宣
旨
を
下
す
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と

　
二
，
城
堅
城
務
の
記
事
が
『
西
宮
建
国
で
は
「
諸
宣
旨
」
の
項
に
、
ま
た

　
　
隅
北
山
抄
魅
で
は
「
下
宣
旨
事
」
の
項
に
あ
る
こ
と

三
．
同
じ
く
置
呂
超
諸
宣
旨
の
項
に
薩
奥
鎮
守
府
賜
二
心
蟄
繊

　
　
轡
と
あ
る
こ
と

　
四
．
い
わ
ゆ
る
出
羽
天
慶
の
乱
の
際
、
城
介
補
任
の
宣
旨
が
発
給
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
（
『
貞
信
公
記
争
闘
天
慶
二
年
四
月
十
一
日
条
）

で
あ
る
が
、
ま
ず
～
に
つ
い
て
は
南
北
朝
期
の
認
識
に
過
ぎ
な
い
の
で
参
考

に
な
ら
な
い
。
工
に
つ
い
て
は
、
「
諸
宣
旨
」
の
項
や
「
下
宣
旨
事
」
の
項

全
体
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
書
か
れ
た
目
的
は
、

様
々
な
場
面
に
お
け
る
宣
旨
の
発
給
手
順
を
記
述
す
る
事
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
時
に
官
符
を
発
給
し
、
ど
う
い
う
時
に
寛
旨
で
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
せ
る
か
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
項
目
名
に
「
宣
旨
」
と
あ
る
か
ら
宣
旨
を
発
給
し
た
だ
ろ
う
、
と

い
っ
た
理
解
は
慎
む
べ
き
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
前
掲
史
料
の
記
述
通
り
、
官

符
（
ま
た
は
蔵
人
所
牒
）
を
発
給
し
た
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。

　
三
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
文
の
直
前
に
「
大
宰
・
陸
奥
像
杖
上
卿
奉
勅
、

賜
二
官
符
式
部
一
式
部
申
二
補
任
府
日
給
二
任
符
哺
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鎮
守

府
・
秋
田
城
の
僚
侯
に
関
す
る
規
定
と
考
え
る
べ
き
で
、
将
軍
・
城
介
自
体
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⑨

の
規
定
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
四
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
に
宣
旨
を
発
給
し
た
事
例
が
全
く
見
出
せ
な

い
こ
と
か
ら
み
て
、
「
こ
れ
は
繊
羽
俘
囚
の
反
乱
に
よ
る
火
急
の
場
合
の
故

で
あ
り
、
尋
常
の
場
合
は
官
符
を
下
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
、

前
述
の
渡
辺
直
彦
氏
の
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
城
壁
の
補
任
は
、
介
の
任
符
と
五
聖
勤
行
の
官
符
の
み

の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、
遠
藤
氏
が
い
う
よ
う
な
複
雑
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
熊
谷
氏
は
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
散
位
実
忠
が
出
羽
城
介
の
任

中
に
数
十
字
の
官
舎
を
造
立
し
、
雪
余
石
の
不
動
穀
を
受
納
し
た
功
績
を
賞

さ
れ
、
「
殊
抽
任
」
さ
れ
て
出
羽
守
と
な
っ
た
事
例
（
『
魚
魯
愚
身
』
巻
四
）

を
根
拠
に
、
城
中
が
出
羽
守
と
別
に
薪
委
不
動
穀
の
土
積
を
行
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

従
っ
て
受
領
功
過
定
を
別
個
に
受
け
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
渡
辺
晃

宏
氏
に
よ
れ
ば
、
康
保
元
年
（
九
六
四
）
に
設
定
さ
れ
た
新
羅
不
動
穀
に
は

「
官
符
」
　
・
「
別
功
」
の
区
別
が
あ
り
、
受
領
国
司
の
義
務
と
さ
れ
た
の
は

「
官
符
」
の
み
で
あ
る
。
「
難
読
」
と
は
毎
年
一
定
量
の
不
動
穀
貯
積
を
受

領
国
司
に
義
務
づ
け
た
も
の
で
、
も
し
怠
れ
ば
功
過
定
の
際
に
「
過
」
と
さ

れ
る
が
、
規
定
通
り
貯
晒
し
た
か
ら
と
い
っ
て
格
別
に
賞
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
「
別
製
」
は
、
国
司
の
任
意
に
よ
っ
て
規
定
以
上
の
不

動
穀
を
貯
積
す
る
も
の
で
、
文
字
通
り
国
司
の
特
別
な
功
、
す
な
わ
ち
「
殊

　
　
　
　
　
◎

功
」
と
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
実
忠
の
出
羽
守
補
任
を
伝
え
る
史
料
に
は
「
殊
抽

任
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
忠
が
委
角
し

た
不
動
穀
は
「
別
功
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
強
く
、
よ
っ
て
不
動
穀

貯
積
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
し
、
従
っ
て
受
領
功
過
定
を
別

個
に
受
け
て
い
た
と
も
書
え
な
い
。
む
し
ろ
箱
世
理
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇

〇
）
正
月
七
臼
条
に
「
秋
田
城
立
用
不
動
、
可
下
作
二
宮
符
ハ
付
二
甘
葛
煮
使
い

送
中
出
羽
守
義
理
朝
臣
許
上
」
と
あ
り
、
秋
田
城
で
立
用
す
る
不
動
穀
に
つ
い

て
出
羽
守
に
官
符
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
秋
田
城
独
自
の
不

動
穀
は
存
在
し
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
律
令
的
な
不
動
穀

と
違
い
、
新
委
不
動
穀
が
正
税
の
補
助
的
財
源
と
し
て
立
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
十
世
紀
以
降
の
不
動
穀
管
理
権
が
中
央
を
離
れ
国
司
の
裁

量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
不
動
穀
は
も
と
よ
り
財

政
全
般
に
関
し
て
、
秋
田
城
は
国
府
に
依
存
し
て
い
た
可
能
性
が
極
め
て
高

い
。

　
最
後
に
、
遠
藤
氏
や
熊
谷
氏
ら
は
、
咽
新
儀
式
』
第
五
の
「
諸
国
受
領
官

奏
二
赴
任
由
凹
輿
付
鎮
守
府
将
軍
出
羽
城
介
」
に
、

　
　
「
諸
国
受
領
赴
任
之
由
、
付
二
蔵
人
一
業
二
聞
之
い
（
中
略
）
、
伝
二
三
男
旨
ハ

　
　
継
穂
レ
禄
、
（
中
略
）
、
又
鎮
守
府
将
軍
出
羽
介
等
、
錐
レ
非
二
受
領
篁
召
二
御

　
　
前
莫
」
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と
あ
り
、
ま
た
咽
西
宮
記
』
や
噸
侍
座
群
要
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
み
え

る
こ
と
を
根
拠
に
、
「
出
羽
城
介
は
鎮
守
府
将
軍
と
共
に
『
受
領
の
富
に
非

ざ
る
』
も
受
領
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
、
特
別
受
領
」
で
あ
る
と
し
、
さ

ら
に
熊
谷
氏
は
、
受
領
罷
申
の
際
に
言
い
渡
さ
れ
る
勅
語
が
、
帰
任
後
の
受

領
考
課
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
鎮
守
府
将
軍

と
出
羽
城
介
に
、
受
領
官
な
み
に
罷
申
の
儀
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
両
官
が
受
領
窟
に
匹
敵
す
る
職
務
権
限
を
有
し
、
帰
任
後
に
は
受
領
官
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
様
に
考
課
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述

の
よ
う
に
鎮
守
府
や
秋
田
城
独
自
の
賦
課
が
全
く
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

受
領
功
過
定
の
最
大
の
目
的
が
機
物
の
中
央
へ
の
納
入
確
認
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
鎮
守
府
将
軍
や
出
羽
城
介
に
対
し
て
功
過
定
が
行
わ
れ
た

と
は
考
え
難
く
、
も
し
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
官
物
の
引
継
ぎ
や
軍
事
的
功

績
な
ど
を
確
認
す
る
だ
け
の
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
熊
谷
氏
が
根
拠
と
し
て
い
る
、
受
領
罷
申
の
際
の
勅
語
は
、
場

合
に
応
じ
て
内
容
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
『
侍
中
群
要
』
第
九
か
ら
明
ら

　
　
　
⑭

か
で
あ
り
、
鎮
守
府
将
軍
や
出
羽
轟
轟
の
赴
任
の
際
に
「
致
二
豊
稔
一
」
「
済
二

貢
調
事
」
と
い
っ
た
番
葉
が
述
べ
ら
れ
た
保
証
は
な
い
。
鎮
守
府
将
軍
・

出
羽
城
介
の
受
領
罷
申
と
、
彼
ら
の
独
立
性
（
な
い
し
は
行
政
権
）
と
を
結

び
付
け
る
議
論
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
こ
う
し
た
議

論
が
行
わ
れ
る
背
景
に
、
「
受
領
」
と
「
遙
任
」
と
を
対
置
す
る
考
え
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
る
の
も
気
に
な
る
。
泉
谷
康
夫
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
受
領
国
司
の
対

義
語
は
飽
く
ま
で
任
用
国
司
な
の
で
あ
り
、
現
地
に
赴
任
し
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
受
領
国
司
で
あ
る
保
証
は
無
い
。
「
鎮
守
府
将
軍
出
羽
（
城
）
介
等
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

錐
非
受
領
官
」
と
い
う
噸
新
儀
式
臨
や
『
侍
中
群
要
』
の
記
述
を
も
っ
と
重

視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
な
る
も
の
の
存
否
を
考
え
る
関
係
上
、

い
さ
さ
か
非
礼
に
わ
た
っ
た
部
分
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
点
は
ご
寛
恕

を
願
い
た
い
。
と
も
あ
れ
従
来
唱
え
ら
れ
て
い
た
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体

制
」
説
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
史
料
の
誤
読
か
ら
生
じ
た
議
論
に
す
ぎ
な
い
こ

と
は
、
ほ
ぼ
立
証
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
「
鎮
守
府
・
秋

田
城
体
制
」
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
鎮
守
府
・
秋
田
城
と
も
に
十
世
紀
以

降
も
国
府
の
被
管
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
鎮
守
府
管
郡
」
「
秋
田
城
管
郡
」

も
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
噌
延
喜
式
』
奏
進
以
前
の

あ
る
時
期
に
斯
波
三
郡
・
岩
手
郡
が
廃
絶
さ
れ
た
と
考
え
て
も
全
く
問
題
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
恐
ら
く
鎮
守
府
・
秋
田
城
は
、
十
世
紀
に
至
っ
て
も
前

世
紀
と
同
様
、
あ
く
ま
で
国
府
の
被
管
と
し
て
辺
境
地
域
で
の
交
易
や
防
備

な
ど
を
担
当
す
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
「
外
交
・
軍
事
・
交
易
セ
ン
タ
ー
」
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
第
一
章
・
注
⑧
参
照
。

②
第
一
章
・
注
⑨
参
照
。
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③
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
官
制
」
（
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
八
、
初
出
　
九
九
四
）
。

④
　
泉
谷
康
夫
門
任
用
国
司
に
つ
い
て
偏
「
受
領
国
司
と
任
用
国
司
扁
（
『
日
本
中
世

　
社
会
成
立
史
の
研
究
』
高
科
書
店
、
～
九
九
二
、
と
も
に
初
出
～
九
七
四
）
。

⑤
こ
の
他
、
鎮
守
府
の
独
立
や
鎮
守
府
将
軍
の
「
受
領
宮
」
化
を
唱
え
る
根
拠
と

　
し
て
、
①
安
倍
豊
玉
が
鎮
守
府
で
源
頼
義
を
数
十
日
間
饗
応
し
た
と
い
う
『
陸
奥

　
話
記
』
の
記
述
は
、
昼
時
が
鎮
守
府
在
庁
と
し
て
、
新
任
国
司
（
ま
た
は
鎮
守
府

　
将
軍
）
入
部
に
際
し
て
の
「
三
日
厨
」
を
行
っ
た
と
解
釈
し
う
る
こ
と
、
②
『
小

　
右
記
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
鎮
守
府
将
軍
が
受
領
国
司
と
問
様
、
猟
官
運
動
の
対

　
象
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
①
に
つ

　
い
て
は
、
既
に
任
終
に
近
い
頼
義
を
数
十
日
に
わ
た
っ
て
饗
応
し
続
け
た
上
、
頼

　
義
の
み
な
ら
ず
配
下
の
士
卒
に
ま
で
駿
馬
・
金
宝
の
類
を
給
し
た
と
い
う
行
動
を

　
「
三
日
厨
」
と
み
な
す
の
は
、
率
直
に
雷
っ
て
強
弁
で
あ
り
、
平
和
裡
に
頼
義
の

　
遊
金
を
迎
え
る
た
め
安
倍
氏
の
恭
順
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
い
う
伝
統
的
な
解

　
釈
の
方
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
②
に
つ
い
て
も
、
猟
官
運
動
の
有
無

　
と
独
自
の
行
政
権
の
有
無
と
に
直
接
の
関
連
が
無
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ち

　
な
み
に
私
は
、
当
時
の
鎮
守
府
は
い
わ
ば
北
方
に
対
す
る
「
外
交
・
軍
事
・
交
易

　
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
（
「
は
じ
め
に
」
留
頭
お
よ
び
第
三
章
末

　
尾
参
照
）
、
こ
れ
な
ら
奥
六
郡
内
の
行
政
権
な
ど
な
く
と
も
充
分
に
猟
官
運
動
の

　
対
象
と
な
ろ
う
。
以
上
よ
り
私
は
、
①
②
と
も
に
状
況
証
拠
と
す
ら
言
い
か
ね
る

　
よ
う
な
薄
弱
な
「
論
拠
」
に
過
ぎ
な
い
、
更
に
言
え
ば
「
論
拠
」
と
い
う
よ
り
は
、

　
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
古
説
を
む
し
ろ
前
提
と
し
て
導
い
た
一
解
釈
に
過
ぎ
な

　
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
ま
た
九
世
紀
代
す
で
に
鎮
守
府
と
国
府
の
上
下
関
係
が
明
確
で
な
か
っ
た
証
拠

　
と
し
て
、
鎮
守
府
が
国
府
に
牒
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ

　
れ
も
牒
が
門
平
行
文
書
」
で
あ
る
と
い
っ
た
誤
解
に
基
づ
く
説
に
過
ぎ
な
い
。
川

　
端
総
勢
が
指
摘
す
る
通
り
、
門
牒
は
、
あ
く
ま
で
も
公
式
令
に
規
定
の
あ
る
宮
司

　
問
文
書
体
系
の
枠
か
ら
逸
脱
し
た
部
分
を
補
う
役
割
を
果
た
す
文
書
で
あ
」
り

　
（
「
荘
園
制
的
文
書
体
系
の
成
立
ま
で
1
牒
・
告
轡
・
下
文
一
偏
（
『
荘
園
制

　
成
立
史
の
研
究
㎞
思
国
譲
出
版
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
｝
九
九
八
）
一
〇
一
頁
）
、

　
官
司
相
互
の
地
位
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
よ
っ
て
牒
の
授
受
を
根
拠
と
し
て
、

　
鎮
守
府
と
国
府
の
上
下
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
遠
藤
前
掲
論
文
（
第
一
章
・
注
⑧
参
照
）
五
六
七
頁
。

⑦
渡
辺
直
彦
「
蔵
人
所
牒
の
研
究
」
（
㎎
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
増

　
訂
後
輪
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
七
八
）
五
〇
〇
頁
。

⑧
例
え
ば
『
西
宮
記
輪
当
該
項
の
う
ち
「
検
非
違
使
別
当
事
」
に
は
、
検
非
違
使

　
別
当
の
補
任
は
宣
旨
を
用
い
、
佐
以
下
の
補
任
は
官
符
を
用
い
る
旨
が
轡
か
れ
、

　
ま
た
『
北
山
抄
㎞
当
該
項
の
う
ち
「
帥
随
身
事
」
に
「
主
人
進
二
請
文
一
有
二
宣
旨
一

　
仰
二
近
衛
・
兵
衛
一
霞
レ
進
二
差
文
一
次
給
二
官
符
こ
な
ど
と
あ
る
の
が
代
表
的
な

　
事
例
で
あ
る
。

⑨
春
名
宏
昭
「
係
侯
小
考
」
（
『
律
令
国
家
官
制
の
研
究
㎞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

　
七
）
は
、
鎮
守
府
将
軍
や
太
宰
帥
な
ど
の
僅
侯
を
補
任
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
詳

　
し
く
考
察
し
て
お
り
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
墨
黒
の
主
任
務
が
官
人
の
身
辺
警

　
護
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
氏
の
結
論
に
は
従
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
虎
尾

　
達
哉
氏
の
書
評
（
『
史
学
雑
誌
八
一
〇
八
1
＝
、
一
九
九
九
）
参
照
。

⑩
熊
谷
公
男
轟
受
領
官
』
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
（
第
一
章
・
注
⑨
参
照
）
三
頁
。

⑪
渡
辺
晃
宏
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」
（
㎎
史
学
雑
誌
転
九
八
1
＝
一
、
一
九
八

　
九
）
。
以
下
の
記
述
も
渡
辺
氏
の
所
説
に
基
づ
く
。

⑫
遠
藤
巌
「
秋
田
城
介
の
復
活
」
（
第
～
章
・
注
⑧
参
照
）
、
熊
谷
公
男
「
『
受
領

　
官
』
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
（
第
一
節
・
注
⑨
参
照
）
。

⑬
大
津
透
「
受
領
功
過
定
覚
書
」
（
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
㎞
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
三
、
初
出
一
九
八
九
）
。

⑭
『
侍
中
群
要
』
第
九
に
引
用
す
る
門
村
上
天
皇
御
記
偏
に
よ
れ
ば
、
応
和
元
年

　
（
九
六
一
）
に
上
総
介
が
赴
任
し
た
際
に
は
「
粛
二
静
部
内
一
結
致
一
鼎
豊
稔
一
画
二
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素
潜
状
唱
彰
彰
進
」
と
の
勅
語
が
あ
り
、
一
方
、
同
年
に
阿
波
守
が
赴
任
し
た
際

　
に
は
門
彼
国
久
衰
弊
、
若
致
二
興
復
一
兼
済
二
貢
調
事
の
又
造
二
二
無
二
其
台
黛
随
レ

　
状
可
二
賞
進
こ
と
の
勅
語
が
述
べ
ら
れ
た
と
あ
る
。

⑮
泉
谷
康
夫
「
任
用
国
司
に
つ
い
て
」
「
受
領
国
司
と
任
用
国
司
扁
（
注
④
参
照
）
。

お
　
わ
　
9
1
　
に

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
平
安
前
期
の
東
北
史
に
お
い
て
従
来
通
説
と
さ

れ
て
き
た
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
は
、
中
世
史
研
究
上
の
要
請
か
ら

演
繹
的
に
つ
く
ら
れ
た
理
論
で
あ
り
、
実
証
的
に
無
理
が
多
く
、
と
う
て
い

従
え
な
い
。
と
は
い
え
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
い
っ
て
、
単
純
に
「
奥
羽
独

立
国
家
論
」
へ
回
帰
す
る
こ
と
も
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
当
該

期
の
北
方
交
流
の
あ
り
方
や
、
さ
ら
に
は
安
倍
氏
・
清
原
氏
台
頭
の
過
程
、

前
九
年
合
戦
の
実
態
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ

う
し
た
従
来
の
諸
説
に
代
わ
っ
て
当
時
の
奥
羽
・
北
方
支
配
を
説
明
し
得
る
、

全
く
新
た
な
理
論
を
構
築
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
東
北
史
像
は
、

斯
波
三
郡
・
岩
手
郡
の
廃
絶
を
前
提
と
し
た
上
で
、
根
本
的
に
考
え
直
さ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
四
郡
が
廃
郡
と
な
っ
た
時
期
や
経
緯
、
さ

ら
に
は
こ
れ
ら
が
復
置
さ
れ
、
胆
沢
・
江
刺
郡
と
合
わ
せ
て
「
奥
六
郡
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
自
分
な

り
の
説
を
述
べ
て
お
く
こ
と
が
、
従
来
の
通
説
を
否
定
し
た
者
の
責
務
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ろ
う
し
、
ま
た
既
に
私
な
り
の
腹
案
も
あ
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
に

つ
い
て
論
ず
る
に
は
既
に
紙
幅
が
足
り
な
い
の
で
、
別
の
機
会
を
ま
つ
こ
と

と
し
た
い
。

①
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
九
九
年
六
月
七
日
の
日
本
史
研
究
会
・
古

　
代
史
中
世
史
合
同
部
会
で
報
告
し
て
い
る
（
漏
征
夷
駈
以
後
の
東
北
支
配
」
『
日

　
本
史
研
究
㎞
四
六
皿
二
、
二
〇
〇
一
、
部
会
報
告
要
旨
）
。
た
だ
し
、
報
告
後
に
考

　
え
を
改
め
た
部
分
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
現
在
の
腹
案
と
～
致
し
て
い
る
わ
け

　
で
は
な
い
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
修
貝

）
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Landtag　Tiroler　，，Patriotismus“　aus　diesem　Solidaritatsgeftihl　der　Landstande，　das

durch　die　ihrien　als　，，fremd“　empfundenen，　neuartigen　Elemente，　d．h．　das

zentralstaatliche　Beh6rdenwesen，　die　Welschen　Konfinen　und　die　Staatseingriffe　in

Angelegenheiten　wie　Unterricht　und　Kultus　versttirkt　wurde，　entstand．

　　Der　aus　den　unifizierenden　Tendenzen　unter　Maria　Theresia　und　Joseph

erwachsene　，，Patriotismus“　bezog　sich　hingegen　nicht　auf　die　，，Nation“，　sondem

hauptstichlich　auf　das　，，Staatsrecht“，　also　das　Ganze　der　Vertr2ge　zwischen　dem

Landesfinrsten　und　den　Landstanden．　Es　war　schlieBlich　immer　auch　das

，，Staatsrecht“，　das　clie　Landtagsteilnetmer　zur　Begr“ndur｝g　ihrer　Beschwerden

heranzogen．　Das　Verh護ltnis　zwischen　den　Welschen　Ko血en　und　den　apdereR

Teilen　Tirols　wurde　durch　die　konlrreten　lnteressengegenstitze，　wie　z．B．　deB

Streit　um　das　Weingewerbe，　bestirnmt．　Um　die　Welschen　Konfuien　von　der

tirolischen　Landschaft　auszuscklieBen，　berief　man　sich　dabei　auch　nicht　auf　den

Begriff　，，Nation“，　sondern　immer　auf　das　opportunere　，，Staatsrecht“　als

Legitirnationsgrtmdlage．　Auf　dem　o旋｝nen　Landtag　verstand　man　unter　dem

Begriff　，，Nation“　hingegen　im　Kern　nichts　aRderes　als　die　，，tirolischen　Landstande“．

Dabei　ist　hervorzuheben，　daB　von　illlrem　Zugeh6rigkeitsgefUhl　zur

Habsburgermonarchie　und　von　ihrem　Zusammengeh6rigkeitsgefuhl　als　，，Deutsche“

noch　keine　Rede　war．　Trotzdem　wnrde　der　Fifrst　als　Person，　die　das

，，Staatsrecht“　sichert，　fttr　die　St2ir｝de　um　so　wichtiger，　darum　betonten　sie　die

Treue　zu　einem　solcken　FUrsten　und　entwickelten　das　SelbstbewuStsein：　，，Treue

Tiroler　zu　dem　Habsburgermonarchen“．

　　Wie　am　Beispiel　Tirols　gezeigt　wird，　war　die　Selbstiindigkeit　des　Landes，　die

sich　anf　，，Staatsrecht“　grtindete，　in　der　habsburgischen　lntegrationspolitik　immer

ein　zu　benicksichtigender　Faktor．

A　Reexamination　of　the　History　of　the　Tohoku　Region

　　　　　　　　　　　　in　the　Early　Heian　Period

by

FUCHIHARA　Tomoyuki

　　ln　order　to　comprehend　the　nature　of　warrior　society，　aRd　the　movement　of

people　and　goods　in　Northern　Japan，　oRe　must　understand　the　nature　of　the

Chnjufu　headquarters　of　far　north，　and　the　Akita　castle．　From　the　1950s　through
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the　1970s，　it　had　become　standard　to　describe　Northern　Japan　as　the　‘lndependent

State　of　Ou　（Mutsu　and　Dewa　provinces）．’　Nevertheless，　from　the　1980s　until　the

present，　the　situation　in　Northern　Japan　has　been　characterized　as　the　‘Chinjifu－

A！dta　castle　system’，　whereby　northem　Ou　was　adm面s£ered　by　the　Chh加fu　and

Akita　castle．　ln　other　words，　the　Chinjufu　and　Akita　castle　were　the　equivalent　of

aproVinicial　govemment（koku血），　which　in　fact　adminlstered　southern　Ou．　Much

o負his　latter　in£erpretation　stems　from　the　notion　that　six　autonomous　discricts

existed　in　Northern　Japan　throughout　the　tenth　century．　An　exarnination　of　the

sources　reveals，　however，　that　the　northernmost　four　of　these　six　discricts　no

longer　existed　at　this　time．　Even　though　several　noted　scholars　of　ancient　Japan

ernphasize　the　existence　of　these　four　counties，　they　caR　be　verified　through

reliable　historical　records．　IRstead，　they　were　abolished　sometime　prior　to　the

tenth　century．　This　article　thus　reveals　that　the　autonomous　four　northemmost

districts　of　Mutsu　did　not　exist．　Hence　the　notion　that　they　were　governed　by　the

Chinjufu　（and　indeed　the　very　Chinjufu　Akita　castle　system）　becornes　untenable．
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